
「派遣・請負適正化セミナー」

令和７年１２月３日（水）

熊本労働局 需給調整事業室

1

資料２－2

～請負契約～



請負事業とは？
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発注者請負者

請負＝作業完成契約
（労務提供契約ではない）

民法第６３２条（請負）
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその
仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その
効力を生ずる。
民法第６４３条（委任）
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委任し、相手方
がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法第６５６条（準委任）
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
ポイント 需給調整事業課で指導する請負事業には、民法でいう請負のほかに、委任
（準委任）等のすべてを含みます。
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労働者派遣事業と請負の違いとは？
１．労働者派遣事業等

労働者派遣事業とは、派遣元の事業主が自己の雇用する労働者を、派
遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを
業として行うことをいう。

２．請負
労働の結果として仕事の完成を目的とするもの。

労働者派遣との大きな違いは、請負には発注者と労働者との
間に指揮命令関係が生じない点にある。



労働者派遣事業 請 負

許可 厚生労働大臣の許可が必要 許可は不要

業務内容の
制限

建設業務など、派遣禁止業務による制限 原則として制限なし

期間の制限 原則３年間の派遣の期間制限あり 期間制限なし

労働基準法上
の労務管理

派遣元と派遣先が分担して、労務管理を
行う

原則として請負者が労務管理を行
う

安全衛生管理
派遣元と派遣先が分担して、安全衛生管
理を行う

原則として請負者が安全衛生管理
を行う

労災保険
原則派遣元負担だが、派遣先に国から求
償権を行使する場合あり

原則として請負者が負担

その他

労働者派遣法に基づく様々なルールを遵
守する（派遣契約の内容、各種通知の義
務、台帳の整備、派遣元（先）責任者の
選任など）

特になし

労働者派遣事業は派遣元、派遣先とで法的な責任を分担
請負は原則請負者が法的な責任を全て負担

その他の労働者派遣事業と請負の違い
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発注者請負者

雇用契約
仕事の指示
労働者保護

請負労働者

適正な請負とは？

請負契約
（作業・業務完成契約）

適正な請負であれば、発注者が請負労働者へ直接関与す
ることはないため、労務管理・安全衛生管理上の責任も
負わない。

発注者から直接請負労働者へ
仕事の指示をしてはダメ！

業務請負（業務委託を含む）においては、発注者と請負労働者の
間に指揮命令関係は生じず、
①請負労働者の労働力を請負業者が自ら直接利用すること
②請負った業務を自己の業務として発注者から独立して処理する
こと
 が必要です。

✕
請負者が独立して行う請負業務に
トラブルが発生したとしても

原則、発注者には責任がない状態

発注者と請負労働者の間には
指揮命令等の関係がない！
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労働者派遣と請負の区分（第３７号告示）

請負の形式による契約により行う業務に、自己の
雇用する労働者を従事させることを業として行う事
業主であっても、区分基準（ガイド３ページ～６
ページ）のいずれにも該当する場合を除き、事実上
労働者派遣事業を行う事業主とする。
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労働者派遣と請負の区分は、その実態により判断す
ることとなるが、判断が必ずしも容易でないことから、
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を
明らかにすることを目的としている。

（労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド２６ページ）

=基準に該当しない場合は、偽装請負（違法派遣）である可能性が高い



【派遣と請負の区分基準】

派遣と請負には大きく2つの基準の区分がある。

Ⅰ.自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するも
のであるか?

Ⅱ.請負契約により請け負った業務を自己の業務として当
該契約の相手方から独立して処理するものであるか?
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①業務遂行方法の指示・管理を自ら行っていること

Ⅰ.自己の雇用する労働者の労働力を
自ら直接利用するものであるか？

【派遣と請負の区分基準】

 次の①～③のいずれにも該当することが必要です。

②労働時間等の指示・管理を自ら行っていること

③秩序の維持、確保等のための指示・管理を自ら
行っていること
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業務遂行方法の指示・管理を自ら行っていると判断されるためには、
（１）及び（２）のいずれにも該当することが必要となります。

（１）労働者の業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自
ら行うこと

労働者に対する仕事の割り付け、順序、緩急の調整等について、請
負者が自ら行うものであると総合的に勘案して※判断されること。

（２）労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の
管理を自ら行うこと

①業務遂行方法の指示・管理を自ら行っていること
の判断 （ガイド３、４ページ）

労働者の業務の遂行に関する技術的な指導、勤惰点検、出来高査定
等につき、請負者自らが行うものと総合的に勘案して判断されること。
※「総合的に勘案して」とは

判断基準として示された事項のいずれかを事業主自らが行わない場合であっても、行わない
ことについて特段の合理的な理由が認められる場合は、直ちに当該要件に該当しないとは判断
しないという趣旨です。（以下同様）
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②労働時間等の指示・管理を自ら行っていること
の判断 （ガイド４ページ）

労働時間等の指示・管理を自ら行っていると判断されるためには、
（１）及び（２）のいずれにも該当することが必要となります。

（１）労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等
に関する指示その他の管理（これらの単なる把握を除く）
を自ら行うこと

受託業務の実施日時について、
・事前に請負者が発注者と打ち合わせている
・業務中は発注者から直接指示を受けることのないよう書面が作成され
ている
・当該書面に基づいて請負者側の責任者を通じて具体的に指示が行われ
ている
・請負者自らが業務時間の実績把握を行っている
と総合的に勘案して判断されること。
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（２）労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働
させる場合における指示その他の管理（これらの場合におけ
る労働時間等の単なる把握を除く）を自ら行うこと

・労働者の時間外、休日労働は請負者側の責任者が業務の進捗状況等を
みて自ら決定していること。
・業務量の増減がある場合には事前に発注者から連絡を受ける体制とし
ていること。
以上について行っていると総合的に勘案し判断されること。

②労働時間等の指示・管理を自ら行っていること
の判断について （ガイド４ページ）
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③秩序の維持、確保等のための指示・管理を自ら
行っていることの判断 （ガイド４，５ページ）

（２）労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと

企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら
行うものであると判断されるためには、（１）及び（２）のいずれに
も該当することが必要となります。

請負労働者に係る事業所への入退場に関する規律、服装、職場秩序の
保持、風紀維持のための規律等の決定、管理について、請負者が自ら行
うものであると総合的に勘案して判断されること。

（１）労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他
の管理を自ら行うこと

請負労働者に係る勤務場所、直接指揮命令する者等の決定及び変更に
ついて、当該請負者が自ら行うものであると総合的に勘案して判断され
ること。
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Ⅱ.請負契約により請け負った業務を
自己の業務として当該契約の相手方から

独立して処理するものであるか？

   次の④～⑥のいずれにも該当することが必要です。

④自らの責任の下に資金を調達し、支弁を行っ
ていること

⑤民法、商法その他の法律に規定された事業主と
してのすべての責任を負うこと

⑥単なる労働力の提供になっていないこと
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④自らの責任の下に資金を調達し、支弁を行っ
ていることの判断 （ガイド５ページ）

資金についての調達、支弁の方法は特に問わないが、事業運転資金
等はすべて自らの責任で調達し、かつ支弁していること。

⑤民法、商法その他の法律に規定された事業主と
してのすべての責任を負うことの判断

（ガイド５、６ページ）

請負により行う事業を実施する上で、民法、商法その他の法律に規
定される事業主としてのすべての責任を負っていること。（契約書等
に明記されている。）
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（１）自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは
器材（業務上必要な簡易な工具は除く）又は材料若しくは
資材により、業務を処理すること

機械、設備、資材等の所有関係、購入経路等の如何は問うものでは
ないが、機械、資材等が相手方から借り入れ又は購入されたものにつ
いては、別個の双務契約（契約当事者双方に相互に対価的関係をなす
法的義務を課する契約）による正当なものであること。

（２）自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験
に基づいて、業務を処理すること。

請負者が企業体として有する技術、技能等に基づいて業務を処理す
ることが必要。業務を処理する個々の労働者が有する技術、技能等に
関するものではないこと。

⑥単に肉体的な労働力の提供になっていないこ
との判断 （ガイド６ページ）

単に肉体的な労働力を提供するものでないと判断されるためには、
（１）又は（２）のいずれかに該当する必要があります。
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Ⅲ. Ⅰ及びⅡのいずれにも該当する事業主で
あっても、それが法の規定に違反することを免
れるため故意に偽装されたものであって、その
事業の真の目的が労働者派遣法第２条第１号に
規定する労働者派遣を業として行うことにある
ときは、労働者派遣事業を行う事業主であるこ
とを免れることはできない。

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する
基準を定める告示 (Ｓ61.4.17 労働省告示第37号)
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O
K

NG

発注者からの注文(クレーム対応)
 （ 第１集Ｑ２：ガイドＰ７ 区分基準①）
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発注者

変更指示

発注者が請負者に対して要求、注文を行うことは、労働者派遣
には該当しませんが、発注者が直接請負労働者に変更、再製作
を指示した場合は、直接の指揮命令に該当し、偽装請負と判断さ

れます。

直接
請負労働者に
作り直しを指示

トラブル発生！請負労働者

請負者



発注者の労働者による請負者への応援
 （ 第１集Ｑ３：ガイドＰ７ 区分基準①）
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指揮命令 労働者派遣

発注者の労働者に対して請負者から指揮命令がされると、発注
者が「派遣元」、請負者が「派遣先」となる労働者派遣に該当
します。

⇒派遣先
⇒派遣元

発注者の労働者

請負者
発注者

⇒派遣労働者

N
G



請負者 発注者

請負者が大量の注文に応じられず、契約の一部解除や変更に
よって、発注者が自ら行うことは、変更等の手続が適切にさ
れているのであれば、特に違法ではありません。

契約の一部解除や
変更で対応

O
K請負労働者 発注者の労働者
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管理責任者の兼任
 （ 第１集Ｑ４：ガイドＰ８ 区分基準①）
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交渉

発注者

雇用関係

請負者 管理責任者 兼 請負労働者

作業遂行の指示、請負労働者の管理、発注者との交渉等に責任を
もって対応できるのであれば、管理責任者が請負労働者を兼ねて
いても特に問題はありません。(不在の時等は代理を選任)
ただし、作業の都合等により、事実上請負労働者の管理がで

きない場合は、注意が必要。

OK

指示 管理



発注者

作業が連続したり、お互いの労働者が混在していることにより、
請負労働者に対して、発注者や発注者の労働者が直接指示する恐
れがあります。

発注者と請負者の作業内容に連続性があり、区分されていない
こと、混在していることが原因で業務遂行に必然的に直接指示
を行ってしまう場合は、偽装請負と判断されます。

NG

請負労働者 発注者の労働者請負労働者 発注者の労働者

発注者の労働者と請負労働者の混在
 （ 第１集Ｑ５：ガイドＰ８ 区分基準①）
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ＯＫ

発注者請負者

請負労働者

自ら指示、管理
相手からの独立

発注者の労働者

「請負者が自己の労働者の業務の遂行指示および管理を自ら行う
こと。請け負った業務を自己の業務として独立して処理すること。」
が満たされていれば、作業スペースにパーテーション等の区分
がないだけでなく、発注者の労働者と混在していたとしても、
それだけで問題となることはありません。
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発注量が変動する場合の取扱
 （ 第１集Ｑ８：ガイドＰ９ 区分基準①、③）
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包括的な
請負
契約書

完成品の納品

製品の個数で支払

発注者請負者

包括的な業務請負契約の締結、発注量が毎日変更し、出来高精
算することだけをもって偽装請負とは判断されません。
ただし、発注者からの業務処理の独立、順序、緩急等請負者自
ら業務遂行方法に関する指示を行っていることが前提です。



労働力の提供

労働力単価で支払

労働力（労働者の人数）に関して受発注や請負料金の精算をするこ
とは、発注者に対して単なる労働力の提供を行っているに過ぎず、
偽装請負と判断されます。

NG

完成した製品の量等に応じた出来高精算ではなく、
労働力を単価にして精算してよいか?
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請負労働者の作業服
 （ 第１集Ｑ９：ガイドＰ１０ 区分基準③）
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製品製造に関する制約

企業秘密の保持

安全衛生上の必要性

請負者が自己の労働者の服務上の規律に関する指示、管理を
行うことが求められます。発注者が直接作業服の指示を行っ
たり、請負者を通じた関与を行ったりすることは、上記のよ
うな特段の合理的な理由がない場合、偽装請負と判断されます。

請負者が服務上の規律に関する
指示、管理を自ら行っているか？

合理的な理由があるか？

発注者



請負業務において発注者が行う技術指導
（ 第１集Ｑ１０：ガイドＰ１０ 区分基準①、③）
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発注者請負者

×
請負者が自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するこ
と、業務を自己の業務として相手から独立して処理することが前
提です。
これらの要件を逸脱して、発注者が請負労働者に対して技術指
導を行うことはできません。

請負労働者

N
G



発注者

初めて使う設備の操作

新製品の仕様説明

安全衛生上必要な事項
請負者の監督のもとで
請負労働者に説明

請負者

請負者の監督のもとで、初めて使う設備の操作や新製品の仕様、
変更に関し、発注者から請負労働者に説明する場合は、その行為
が行われたことをもって偽装請負と判断されるものではありませ
ん。また、安全衛生上緊急に対処する必要な事項に関して請負労
働者に指示を行うことも、偽装請負と判断されるものではありま
せん。

請負業務内容の変更OK

請負労働者

監督

27



双務契約

作業場所等の使用料
 （ 第１集Ｑ１３：ガイドＰ１１ 区分基準④、⑥）
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資材等購入契約

機械賃貸借契約
発注者から借入、購入
する場合は別途双務契
約が必要

請負
契約書

自己負担での設備、資材等による業務処理にあたり、発注者か
らの借り入れ、購入を行う場合は、別個の双務契約が必要です。

自己の責任と負担で準備し、調達する機械、
設備等、又は材料、資材により業務を処理

発注者請負者



光熱費

ロッカー使用

包括的な
請負契約書

業務処理に間接的に必要なもの(光熱費、建物賃貸借など）、
業務処理とは直接必要とされず、発注者から提供されるもの
(更衣室、ロッカー等）は、請負契約に包括的に規定されてい
れば問題ありません。

作業場所等の使用料
 （ 第１集Ｑ１３：ガイドＰ１１ 区分基準④、⑥）
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発注者
請負者



資材等の調達費用
 （ 第１集Ｑ１５：ガイドＰ１２ 区分基準④）
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請負契約

発注者請負者

資材価格が日々変動し不明確な場合で、あらかじめ契約が困
難な場合は、請負業務の対価とは別に、精算することとして
も特に問題はありません。

機械、資材等の賃貸借、購入契
約(双務契約)

資材を調達した後、
請負料金を実費精算
することは可能か？原材料



ご清聴ありがとうございました。

熊本労働局需給調整事業室では、「派遣事業の適正な運営の確保及び派遣
労働者の保護等」に関する指導・監督業務及び相談業務を行っています。

派遣・請負等に関するご相談があれば、お気軽にご相談ください。

ＴＥＬ ０９６－２１１－１７３１
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